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議案第２６号 

 

公の施設の指定管理者の指定について 

 

 次の公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。  

 

令和 ８ 年 ２ 月１８日 提 出 

 

                 日出町長  安  部  徹  也 

 

 

 

１ 公の施設の名称  日出町南端コミュニティセンター 

２ 指 定 管 理 者  日出町大字南畑 

             高平区 

             区長 吉 野 勝 久 

３ 指 定 の 期 間  令和 ８ 年 ４ 月 １ 日から 

令和１３年 ３ 月３１日まで 

 

理  由 

日出町南端コミュニティセンターの維持管理業務を効果的かつ効率的に行う

ために指定管理者を指定したいので提出する。  


